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農業委員・農地利用最適化
推進委員を募集します！
農業委員・農地利用最適化
推進委員を募集します！

詳しい内容については、深谷市農業委員会事務局までご連絡ください。

募集人数及び区域

任　期

身分及び報酬額

●農業委員…24人
※市内全域

●農地利用最適化推進委員…16人
※担当区域別

●農業委員
令和３年７月20日から
令和６年７月19日までの３年間

●農地利用最適化推進委員
令和３年７月20日（予定）から
令和６年７月19日までの３年間

深谷市の特別職の非常勤職員として、

月額 33,000円

深谷・大寄 ２人 藤沢 ３人
幡羅・明戸 ２人 豊里・八基 ２人
岡部 ３人 川本 ２人
花園 ２人
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トレーラーの車両総重量 けん引免許
不　要

必　要

750㎏以下

750㎏を超えるもの

　小型特殊自動車とは別に「新小型特殊自動車」がありますが、その違いとして高さや最高速度の制
限、総排気量、運転免許の種類が挙げられます。
　長さや幅は小型特殊自動車同様、全長4.7m以下、全幅1.7m以下ですが、全高は2.8m以下なので
小型特殊自動車よりも高くなっています（農耕作業用車は制限なし）。
　総排気量に関しても小型特殊自動車が1.5リットルなのに対して、新小型特殊自動車は制限があり
ません。また、新小型特殊自動車の運転には大型特殊自動車免許が必要です。
　最近の農耕トラクターはほとんどが新小型特殊自動車に入るので、新たに農耕トラクターを購入す
る予定のある人は注意が必要です。
　また、新小型特殊自動車は小型特殊自動車と同様、車検の必要はありません。しかし、道路以外の
場所（農作業など）にのみ使う場合を除いては、ほかの普通車同様、自賠責保険への加入が必要です。

　農耕トラクターで農耕作業用トレーラーをけん引し道路を走行するためには、以下の運転免許を取
得している必要があります。
※農耕作業用トレーラーけん引時の運転免許は、けん引する農耕トラクターの大きさや速度により判
断されます。

（１）運転免許

（２）けん引免許
　車両総重量（※注）が750㎏を超えるトレーラー等
をけん引する場合は、別途「けん引免許」が必要です。
※トレーラーの車両総重量とは、「トレーラー本体の
車両重量」と「最大積載量」の合計をいいます。

◆道路運送車両法上は、軽自動車規格に当てはまり、かつ二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により
けん引されるもの以外、すべてトレーラー等にも車検が必要となります。
◆農業機械をトラックに積載して運搬すれば、トレーラー等が不要となり、けん引免許やトレーラー
等の車検は不要です。

※新小型特殊自動車

制　限

小 型 特 殊 自 動 車 大 型 特 殊 自 動 車

大型特殊免許（農耕用に限る、も含む）小型特殊免許又は普通免許

左記の寸法又は最高速度15㎞/ｈをひとつでも上
回る場合

農耕トラクターの寸法が全長4.7ｍ以下、全幅
1.7ｍ以下、全高2.0ｍ以下（安全キャブや安全フ
レームの高さ2.8ｍ以下）、かつ最高速度15㎞/ｈ
以下の場合

必要な
運転免許証
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加入資格等

年金等の種類

運用方法

事務経費負担

申込先

積立てが元本割れした
場合の措置

死亡一時金の税制措置

社会保険料控除等の税
制面の措置（所得税・
個人住民税・復興特別
所得税の節税効果）

○加入資格は、次の①～③を満たすこと
①国民年金第１号被保険者（保険料
　免除者を除く）
②20歳以上～60歳未満
③年間60日以上農業従事
○任意脱退はいつでも可能

○保険料は、２万円～6.7万円

○加入資格は、60歳未満の国民年金被
保険者（保険料免除者を除く）

○原則、途中脱退はできない（農業者
年金に加入すると強制脱退になる）
○保険料は、５千円～6.8万円
 （国民年金第１号被保険者（自営業者）
の額）

65歳裁定時に元本割れしていた場合に
マイナス分を補う危険準備金（付利準
備金）の仕組みあり

その年に支払った保険料の全額が「社
会保険料控除」の対象となり、経営主
が払った生計を一にする配偶者や後継
者の保険料も合算して控除できる。
（所得税法第74条）
○死亡した場合は、死亡の翌月から80
歳までの農業者老齢年金に相当する
額が「死亡一時金」として支給される。

　死亡一時金は「全額非課税」（独立
行政法人農業者年金基金法第27条）

事務経費（人件費や施設費等）は国が
支出※

JA、農業委員会

終身年金

農業者年金基金が一元的に運用

５～20年の有期年金（一部終身）又は
一時金（支給開始年齢までは受給不可）

多くの商品から加入者が選択

元本割れした場合の措置なし

その年に支払った保険料の全額が「小
規模企業共済等掛金」控除の対象（本
人の掛金のみ）（所得税法第75条）

○死亡した場合は、年金資産（持分）
に基づく死亡一時金が支給される。
死亡一時金は、退職手当金等のみな
し相続財産として「相続税」の課税
対象

事務経費は加入者の掛金から支出

各運営管理会社（銀行、信用金庫、証
券会社、保険会社等）

農　業　者　年　金 イデコ（確定拠出年金（個人型））
●農業者年金とイデコの主な違い

（第１号被保険者である農業者の方は、上乗せ年金に自ら加入しなければ、１階部分の国民年金
のみとなります。）
　農業者の方が選択できる２階部分の年金は「農業者年金」「イデコ（確定拠出年金）」「国民年金基金」
の３種類。

※一般の保険会社の年金保険では加入者の支払った保険料の一部から保険会社の事務経費（人件費や施設費等）を負担してい
るのが一般的ですが、農業者年金は基金の事務経費について、加入者の方の負担はありません（国費で負担）。

　農業者年金は、家族経営を中心とした農家の皆さんが加入する「２階」部分の年金であ
り、終身年金で社会保険料控除があるなど、メリットが多く安定した制度です。

農業者年金に加入しませんか
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深
谷
市
農
業
委
員
会
会
長
の
安
藤
已
喜
夫
氏
が

令
和
２
年
11
月
14
日
（
土
）
に
行
わ
れ
た
県
民
の

日
記
念
式
典
に
お
い
て
、
埼
玉
県
知
事
表
彰
（
産

業
功
労
）
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　
旧
川
本
町
の
こ
ろ
か
ら
通
算
し
て
16
年
、
皆
様

方
の
ご
協
力
の
も
と
農
業
委

員
と
し
て
尽
力
さ
れ
、
深
谷

市
の
農
業
振
興
に
大
き
く
貢

献
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
今
回
の
受
賞
と

な
り
ま
し
た
。

　
冬
か
ら
春
先
の
農
閑
期
に
か
け
て
は
、
強
風
に

よ
り
農
地
か
ら
の
砂
ぼ
こ
り
が
発
生
し
や
す
い
時

期
で
す
。
風
に
よ
り
畑
地
表
皮
の
優
良
土
壌
が
飛

散
し
、
風
下
の
地
域
の
住
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
ま
す
。
次
の
よ
う
な
対
策
で
優
良
土
壌
の
飛
散

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
中
低
木
・
竜
の
ひ
げ
の
植
栽
、
防
風
ネ
ッ
ト
の

設
置

●
耕
運
作
業
を
作
付
け
間
近
ま
で
控
え
る

●
畑
か
ん
な
ど
で
散
水
し
農
地
の
湿
潤
化
を
図
る

●
緑
肥
作
物
（
エ
ン
麦
、
ラ
イ
麦
）
の
播
種

※

市
で
は
防
風
ネ
ッ
ト
の
設
置
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ご
協
力
頂
け
る
方
は
農
業
振
興
課
ま
で
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
農
地
の
場
所
等
に

よ
り
、
防
風
ネ
ッ
ト
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　
農
業
振
興
課
・
整
備
係

☎
５
７
７

－

３
２
９
８

　
近
年
、
イ
ノ
シ
シ
等
に
よ
る
農
作
物
被
害
が
確

認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
対
策
を
実
施
し

ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連

絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
電
気
柵
の
貸
出
し
に
つ
い
て

　
協
議
会
所
有
の
電
気
柵
を
、
希
望
さ
れ
る
方
に

貸
出
し
し
ま
す
。

■
電
気
柵
の
購
入
補
助
に
つ
い
て

　
イ
ノ
シ
シ
等
に
対
す
る
、
侵
入
防
止
用
電
気
柵

一
式
に
係
る
購
入
費
用
を
補
助
い
た
し
ま
す
。

○
対
象
者‥

市
内
に
住
所
を
有
し
、
市
内
で

　
　
　
　
　
　
農
作
物
を
生
産
す
る
か
た

○
限
度
額‥

３
０
’
０
０
０
円

○
補
助
率‥

１
／
２

○
申
請
回
数‥

１
年
度
内
に
１
回

○
申
請
期
間‥

令
和
３
年
２
月
26
日
ま
で

■
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
に
つ
い
て

　
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
作
物
被
害
の
恐
れ
が
あ
る

場
合
は
、
農
業
振
興
課
あ
て
に
ご
連
絡
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
捕
獲
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
場
合
に
は
、
猟
友
会
へ
捕
獲
を
要
請
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　
農
業
振
興
課
・
農
業
政
策
係

　
　
（
深
谷
市
鳥
獣
害
対
策
協
議
会
事
務
局
）

☎
５
７
７

－

３
２
９
８

砂
ぼ
こ
り
対
策
の
ご
協
力
に
つ
い
て

砂
ぼ
こ
り
対
策
の
ご
協
力
に
つ
い
て

イ
ノ
シ
シ
等
に
よ
る
農
作
物
被
害
対

策
を
実
施
し
ま
す

イ
ノ
シ
シ
等
に
よ
る
農
作
物
被
害
対

策
を
実
施
し
ま
す

埼
玉
県
知
事
表
彰
を
受
賞

埼
玉
県
知
事
表
彰
を
受
賞

農業者年金の被保険者・待期者の皆様へ　農業者年金への加入を検討してる皆様へ

※今回の独立行政法人農業者年金基金法の一部改正は、平成14年１月から始まった新たな年金事業（新制度）のみが対象です。

この間で、年金の受給
開始時期の選択が可能

繰上げ受給

60歳 65歳 75歳

●それぞれについて条件があります。詳しくは独立行政法人農業者年金基金（☎03-3502-3942）へ。

　より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基
盤の充実を図るため、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が
令和２年５月29日に成立し、独立行政法人農業者年金基金法が一部改正されました。

国民年金の任意加入者であること

これまでの加入可能年齢 加入可能年齢の引上げ

20歳 60歳 65歳

年金受給開始時期の選択肢の拡大 年金への加入可能年齢の引上げ
　令和４年４月１日から、農業者年金の受給開始時期を選択
することができます。

　令和４年５月１日から、国民年金に任意加入している60歳以
上65歳未満の農業者も農業者年金に加入することができます。
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
深
谷
市
の
明
日
の
農
業

を
担
う
新
規
就
農
者
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
シ
リ
ー
ズ
第
26
回
は
、
熊
谷
市
に
お
住
ま
い
で
、

認
定
農
業
者
と
し
て
藤
沢
・
川
本
地
区
で
就
農
さ

れ
た
、
岸
本
ひ
さ
え
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

Q
　
こ
れ
ま
で
の
経
歴
や
、
農
業
を
始
め
た
き
っ

か
け
は
何
で
す
か
？

A　
仏
壇
に
供
え
る
花
を
作
り
た
い
と
い
う
考
え

が
あ
っ
た
の
で
、
農
業
大
学
校
で
２
年
間
学
ん

だ
後
、
ケ
イ
ト
ウ
農
家
で
１
年
間
研
修
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
就
農
し
た
ら
視
野
を
広
め
る
た

め
出
か
け
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
と
思

い
、
オ
ラ
ン
ダ
で
１
年
間
ユ
リ
や
ヒ
マ
ワ
リ
の

農
家
で
の
研
修
を
し
ま
し
た
。
平
成
30
年
３
月

に
帰
国
し
、
４
月
に
花
き
栽
培
が
盛
ん
な
深
谷

市
で
新
規
就
農
し
ま
し
た
。

Q
　
現
在
主
に
何
を
生
産
し
て
い
ま
す
か
？

A　
１
町
１
反
の
畑
を
借
り
て
、
ケ
イ
ト
ウ
と
小

菊
と
ポ
ッ
ト
の
苗
を
作
っ
て
い
ま
す
。
今
年
か

ら
ス
ト
ッ
ク
も
作
っ
て
い
ま
す
。

Q　
農
業
を
始
め
て
最
初
に
感
じ
た
こ
と
や
良

か
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
は
？

A　
農
業
は
、
天
候
な
ど
自
然
が
相
手
と
い
う
点

で
難
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
逆
に
、
そ
の
自
然

を
日
頃
か
ら
体
で
感
じ
ら
れ
る
点
が
よ
い
で
す
。

Q　
農
業
を
や
っ
て
い
く
う
え
で
大
変
な
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

A　
ほ
ぼ
一
人
で
こ
の
面
積
を
耕
作
し
て
い
る
の

で
、
人
手
が
足
り
ま
せ
ん
。
川
本
花
き
部
会
の

方
や
、
就
農
し
た
時
の
農
業
委
員
に
指
導
や
協

力
を
し
て
も
ら
い
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。

Q　
休
み
の
日
は
、
何
を
し
て
い
ま
す
か
？
　

A　
週
に
一
回
、
午
後
だ
け
休
む
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
買
い
物
な
ど
、
生
活
に
必
要
な
こ
と
を

し
て
い
ま
す
。

Q　
将
来
の
夢
は
何
で
す
か
？

A　
今
作
っ
て
い
る
ケ
イ
ト
ウ
や
小
菊
は
季
節
的

な
も
の
な
の
で
、
年
間
を
通
し
て
何
か
を
作
っ

て
い
け
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。
ま
た
、
畑
を

う
ま
く
使
い
こ
な
せ
て
い
な
い
の
で
、
も
っ
と

効
率
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
で
す
。

Q　
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
新
規
就
農
す
る
方
に
一

言
！

A　
一
般
的
に
、
農
家
は
自
分
で
作
物
を
作
っ
て

出
荷
し
て
、
一
人
で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
新
規
就
農
し
た

ば
か
り
の
時
は
、
地
域
や
先
輩
の
農
家
に
指
導

や
協
力
を
し
て
も
ら

う
こ
と
が
必
要
な
の

で
、
積
極
的
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
図
り
、
地
域
に
溶

け
込
む
こ
と
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
の
編
集
委
員
で
発
行
す
る
農
委
だ

よ
り
は
、
今
号
が
最
後
に
な
り
ま
す
が
、

発
行
に
当
た
り
、
こ
れ
ま
で
ご
協
力
を
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま

た
現
体
制
で
の
農
業
委
員
会
委
員
も
７
月

に
任
期
満
了
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
ご
支
援
ご
協
力
に
感
謝
い

た
し
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
と
も
委
員
会

活
動
に
対
す
る
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

大
澤
敏
道
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

が
令
和
２
年
10
月
22
日
に
永
眠
さ
れ
ま
し
た
。

大
澤
様
は
平
成
24
年
７
月
か
ら
農
業
委
員

を
２
期
務
め
、平
成
30
年
７
月
か
ら
は
、農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
務
め
て
お
り
ま
し

た
。ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

農
委
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
委
員
長 

石
塚　
　
保

　
委　
員 

橋
本　
　
登 

栁　
　
一
男

 

橋
本　
繁
穂 

塚
原　
　
昇

 

尾
熊　
博
章 

大
澤　
慶
三

「
農
業
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

「
農
業
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

き
し
も
と

岸
本
　
ひ
さ
え
さ
ん
（
28
歳
）

シ
リ
ー
ズ
新
規
就
農

グリーン購入法
適合印刷物です

月700円
お申し込みは農業委員会へ


